
ボランタリー・アソシエーション再考のために
-官僚制概念との関連で-

仁 平 典 宏

近年、NPOなどのボランタリー･アソシエーションに対する関心が高まっているが、その正当性の独自の
根拠は、統治機構としての官僚制に対するアンチテーゼというものである。本稿では、ウェーバーの官僚制
論からその根拠が導かれる過程を分析し､その統合主義的な前提がもたらす組織論上の問題点を指摘する。
そしてその回避のために、メルッチの議論を導入し事例の分析を行った上で、「目的」・「機能」を評価の軸
に据えたより中立的な「ボランタリー・アソシエーション」概念を設定していくことを目指す。

十分に検討の俎上に上げられることはなかっ
た。それは、組織をめぐる議論も基本的に「市
民」の自律性という論点に還元されるところが
大きかったためである。つまり、それらは「市
民」が自発的に組織するものであり、その正当
性の根拠は構成員たる「市民」に帰されている。
しかし、言うまでもなく組織は個人とは別の

位相を持つ。つまり組織は、協働の体系として
であれ、あるいは支配・管理の体系としてであ
れ、社会的関係という位相を含み、個々の構成
員には還元しきれない(')。よって「変革の根
拠」について評価する上で、組織固有の位相に
も着目することは重要であろう。実際、市民活
動の組織に対しても、「組織目標」や構成員の
性格への評価とは別に、成員の関係の形態や定
常化された組織内社会的関係としての組織構造
の理念型に対する言及や定式化が数多くな答れ
ている。ネットワーク型、脱中心的、分権的、
流動的…これらは相互に矛盾する側面も含みな
がら「人間疎外的」な官僚制組織の反対物とし

１ は じ め に

近年、高齢化社会の進行や新自由主義政策に
伴う公共サービスの縮小などを背景に、ボラン
ティア活動等の社会参加活動や、それらに組織
的基盤を保証するNPO等の市民組織に関する議
論が盛んである。その重要な論点の一つは、社
会構想上の位置づけをめく、る論点、つまりそれ
らが既存のシステムに対する変革の担い手とな
りうるのかという問いを巡るものである。ここ
で詳述は避けるが確認しておきたいのは、それ
らの議論の多くでは、その「変革」の評価が、
活動の担い手である「市民」が国家や市場から
どこまで自律的でありうるかという点に帰され
ている（坂本[1997]；斉藤【1998]；中野[1999】など）
ということである。他方、そのような「市民」
が構成する組織（以下､これを「ポランタリー・ア
ソシエーション」とし「VA」と略記する）自体に
｢変革」の独自の根拠を求めようとする議論が、
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て定式化される点では共通しており、「VA」の
理念型的な特徴として挙げられるものである。
ここで注目したいのは、このような「非-官僚
制」的というべき組織構造は、「目標」に対す
る機能という観点から支持されているだけでは
なく、それ自体社会変革主体の根拠と見なされ
てきたということである。次節で詳しく見るが、
この文脈で「官僚制」というとき、組織形態と
しての概念のみならず、支配的な社会編成原理
としての官僚制をも射程に収めて論じられてい
る。本稿では、両者を含めた「官僚制」を指示
するときく官僚制＞と表記するが、上記の
｢非-官僚制」的な組織構造はそれ自体く官僚制＞
への対抗原理であるという含意が込められてい
る。しかし、このような理論的要請を受けた
｢非-官僚制」的組織構造は､その組織的な特質
から「組織維持」及び「組織目標」の達成とい
う点において困難な問題を抱え込んでいると考
えられる。
本稿では、〈官僚制〉への対抗原理という前
提を踏まえない形で「VA」を捉えることによ
って、この問題にどのような視座を与えること
ができるか検討していくことを主な課題とす
る(2)。そのために、まず、〈官僚制/VA>とい
う図式がどのような前提のもとに成立している
かをウェーバーの理論の受容のされ方を通して
検討し（2節）、その前提の上に構築された
｢非-官僚制」的組織構造に関する議論のねらい
及び問題点を検討する（3節)。次にメルッチを
導きの糸としながら<VA>概念を成立させて
いる前提の妥当性への疑問と､その前提を踏ま
えない形で「VA」を捉えるための検討すべき
論点が示される（4節)。それをもとに、事例分
析を通して「非-官僚制」的組織構造の再検討
が行われ（5節、６節)、以上を踏まえた上で
｢VA」の捉え方に関する提言が行われる(7節)。

２〈ボランタリー・アソシエーション〉
の成立地平

本稿では、「ボランタリー・アソシエーショ
ン」(｢VA｣)を市民活動のための組織を示すも
のとして捉える。ここで､市民活動とは､ボラン
ティア活動から行政への異議申し立て運動まで
幅広く含まれるが､これは最近の議論において、
肯定的であれ否定的であれ「市民」という概念
を媒介にそれらを同質的な水準で捉えるものが
多くみられることに対応したためである。その
共通の要素としては、設立・運営主体及び構成
員が「市民」であること、参加は自発的で、合
意によって決定がなされていくことである。本
稿では価値的には中立的なこのような条件を備
えた組織が､公共的で普遍的な価値に開かれた
｢目標」を持ち、「社会変革」の主体として概念
化きれる場合､区別のためにそれをくボランタ
リー．アソシエーション>(<VA>)と表記した
い。ここで当然「市民」「自発的」「公共的で普
遍的な価値」等の定義が問われるわけだが、論
者によって内容も異なっており、とりあえず積
極的な規定は避ける。
さて、前述したようにこのような<VA>に

関する議論においては、組織構造に言及がのぼ
ることが多い。例えば、高田([１９８６:61-62])
は、市民の活動体である「ネットワーク」を、
｢既存の制度、企業の連合、国家」など「体制」
なものとしての「組織」と対時させており、組
織形態上の差異と主体の差異が関連付けられて
いる。また、朴([１９９６:64])は新しい社会運動
やボランティア活動などに見られる組織的特徴
を「ヘテラルキー（水平分化）構造」として
｢組織におけるポストモダン」と呼んでいるが、
これも「モダン」の「官僚制」的「ヒエラルキ
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であろう。
しかし一方で、官僚制概念は、近代社会の認

識という文脈において重要な位置を占め続けて
きた。次のようなウェーバーの官僚制像に注目
しよう。官僚制は、近代国家における支配的機
構として顕著にあらわれるが、同時に資本主義
的経営内や「階層的に組織された多数の管理幹
部を持つあらゆる目的団体や社団」の支配|関係
も「同一の性格」を持つとされる(Weber
[1956=1960:34])。この中で成員は「休みなく
動き続ける機構の中の、専門化された任務を委
ねられた個々の一環」として、その機構が指示
する「本質的に拘束された進路」に向けて「全
物質的・観念的生存を挙げて」活動づけられ、
しかもその装置から脱することはできない
(Weber[1956=1960:1151)。さらに、この官僚制
はその徹底した技術的合理性ゆえに永続的な性
格を持ち、ごく一部の存在（資本主義的な企業者）
を除く全ての大規模団体にいる者は、官僚制の
支配に不可抗的に屈服すると予言される
(Weber[1956=1970:２９1)。これがウェーバーの
言う、我々は官僚制化した巨大組織の中でしか
生活の糧を得られず、また私企業、諸団体など
も含めた様々な分野の官僚制が単一の国家官僚
制機構として融合しつつあり、個人はその中で
疎外されるといういわゆる「全般的官僚制化」
のテーゼ(5)である。これは管理社会論と結び
つく形で強い説得力を保ちつづけ（矢澤【1981:
27-54])、有力な近代社会像として２０世紀を通し
て社会の自己理解に重要な役割を果たしてきた
のである(Giddens[1990=1993:171-172])。この
ように個別の組織においても人間疎外的に働く
官僚制支配の原理が、あらゆる社会領域に遍く
進展することで個人が抑圧・疎外されるという
社会認識の含意を含んだ官僚制概念の用法を、
単なる組織論における用法と区別するために

-型組織」の「反抗ないし否定の論理」として

定式化されている。これらの議論には次の二つ
の特徴が指摘される。第一に、それは単なる外
面的な特徴や「目標」に対する機能という点だ
けではなく「社会変革性」と不可分なものとし
て捉えられ、特に社会変革主体の根拠という論
点において強く主張されているということ。第
二に、既存の社会を象徴するとされた理念型上
の反対物は、階層的・官僚制的な組織と規定さ
れていることである。
それでは、なぜ<VA>を巡る議論において

は、官僚制組織の反対物として定式化された組
織構造を持つことが前提とされるのだろうか。
その問いを解くことはこのような<VA>がど
のような根拠の上に構成されたか知ることにも
つながると考えられる。そこでまず、官僚制理
論を確立したウェーバーの官僚制論とその受容
のされ方について簡単に整理したい。
ウェーバーによると､近代官僚制（以下、単に

官僚制と記）は、合法的支配の一類型にして技
術的に見てその最も純粋な型とされ(Weber
[1956=1960:34])、組織化された形態を伴う
(Weber[1956=1960:291)。この技術合理的な官
僚制という概念は、主に組織論の文脈で受容さ
れてきた。つまり抽象的一般的な規則に基づく
職務の遂行、機能的な専門分化、没人格的な人
間関係、権限ヒエラルキーの明確化一単一支配
制一とそれに基づく機能的、限定的な命令服従
関係、職務遂行者と職務遂行手段の分離、文書
主義などに特徴づけられる官僚制組織が(3)、
近代組織の一つの理念型とされた。周知のよう
に、この後官僚制組織の技術合理性への疑問や
近代組織を目的合理的な組織として定式化する
こと自体への批判等が蓄積され(4)、組織論の
文脈では、ウェーバーの官僚制組織論は既に乗
り越えられたというイメージが現在では一般的
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<官僚制＞と表記する。
<VA>という概念は､このような水準の〈官

僚制〉に対置されている。例えば、代表的な自
発的市民活動の組織の理論を構築した佐藤
([1982→1994])も、「ヴオランタリー・アソシエ
ーションは、・・・個人の自由と自律性に立脚

し、国家や経済システムの官僚制原理に対時し、
そのあり方を制御し変革するための運動体とし
て現れる」（佐藤[1982→1994:24])としている
(6)。しかし、そもそもなぜ、「合意による決定」
と「自発的な参加」以外の定義を持たない
｢VA」が「変革するための運動体」として、
<官僚制＞に対時すると想定されるのだろうか。
そこにある前提は何だろうか。私見ではこの点
は決して自明ではない。
確かに「VA｣v.s.「官僚制」という図式は、
｢組織社会学における対抗図式のプロトタイプ」
(沢田［1997：３]）とされてきた。しかし、その
際に想定されていたのは、両者が意思決定の形
態において、「成員の合意」ｖ､s，「単一支配」と
いう対立関係にあるという図式である。この図
式からは、<VA>論がなぜ「VA」を<官僚制〉
に対する変革主体と措定してきたのかは明らか
にならない。この理由を探るためには、「合意」
と並んで「VA」概念のもう一つの重要な要素
とされる「自発的参加」という成員性の要件に
関する定義を経由して考える必要があるだろ
う。まず確認したいのは、「自発的参加」とい
う点から捉えたとき、「VA」は官僚制組織と概
念上直接対時しないという点である。例えばウ
ェーバーによると、「VA」にあたるVerein(自
発的に加入したメンバーにのみ秩序が効力をもつ協
定からなる結社）の概念上の対抗物はAnstalt(個
人の意志に関係なく秩序が出生や居住など一定の基
準で強制される強制的団体）であるが(7)、個別の
官僚制組織はAnstaltとはいえない。なぜなら官

僚制組織においてメンバーの加入は、契約によ
って(Weber[1956=1970:20])、つまり形式上に
しる個人の「自由意思」において(Weber
[1956=1960:34])行われるとされ、その意味で
十分にAnstaltの要件を満たしていないからであ
る。
しかし先ほど見たような全般的官僚制化テー

ゼに沿って、社会の主たる組織全てが官僚制的
支配を有するとしたら、我々は個別の組織に対
して参加／離脱の自由を持つとしても、官僚制
という支配形態自体からは逃れることはできな
い。つまり〈官僚制＞は近代社会の成員を含み
こむという意味で"Anstalt"的だと言え(8)、そ
してこの"Anstalt''としての〈官僚制〉から逃
れるために、別の秩序形態を持つ組織がその外
部に必要だというロジックも成立する。また逆
に言えば、少なくとも運動論の文脈では、以上
のような水準で「官僚制」を捉えない限り、
｢VA」とは対置できないと考える。
以上のような考察を通して初めて、〈官僚制＞
に対し､その「変革」主体として<VA>が対時
させられていた根拠が理解できる。また同様に、
初めて<VA>論が「非-官僚制」的な組織構造
を必要としていた背景も明確になる。なぜなら
以上のような前提を置く限り、「組織目標」と
して「社会変革」を掲げている組織でも、官僚
制的な組織構造を持った場合、個を疎外する
〈官僚制＞の一端を担うことに定義上なってし
まうからである。だからこそ「非-官僚制」的
構造を持つということは、それ自体く官僚制＞
の、そして、その最も顕著な存在とされる「国
家行政」への対抗を意味するとされるのである。
例えば、佐藤は、変革志向を持ったVAも、組
織構造が官僚制的組織に近づくほど行政補完的
になるとする変容論を展開しているが（佐藤
[1982→1994:128図Ⅲ;132-1381)、そこには以上
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定や権力行使における成員間の平等性、水平性
が志向される。これもさらに概念上区分でき‘る。
まず、分権的（佐藤[1982→1994:147];Lipnack&
Stamps[1982=1984:281-282])、多頭的(Lipnack&
Stamps[1982=1984:285-286])などの意思決定に
おける単一支配制の否定という射程を持つもの
と(10)、全ての成員の平等な意思決定権の所有
(佐藤[1982→1994:1461)というメンバー間の階
層関係自体の否定という射程を持つものがあ
る。
次に明確な職務分化とそれへの成員の固定へ
の否定として、流動的な役割関係や帰属（佐藤
[1982→1994:147];Lipnack&Stamps[1982=1984:
285-287]）があげられる｡
さらに組織内外の不明確性を強調するものと
して「組織境界の不明瞭性」という特徴もよく
あげられる。実際にここで言われているのは、
成員の高い流動性と緩やかな参加条件(Lipllack
&Stamps[1982=1984:289-290];朴[1996:74])と
いう境界の存在を前提としたものなのだが、確
認しておきたいのは、「やりたい時に参加し､や
りたくない時にはいつでも抜けることができ
る」（朴[1996:74])という成員の高い流動性が、
成員の自律性を保証したものとされていること
である。
これらは全て､組織に対して成員の自律性を

確保しようとする方向性であるが､これは-一貫
して高い強度で求められ､それは｢一人をとる
か多数をとるかの選択などはしない｣｢個人の価
値と集団の価値は同等のものである」(LipnaKMk&
Stamps[1982=1984:293])等という理念的な言明
に認められるとおりである。
以上を「非-官僚制」的組織構造の諸特徴と

考えた上で､これらの組織論的な含意を考えた
い。まず次の二つの疑問が生じる。第一に､こ
れらの条件を備えた組織が「社会変革」を含む

のような理論的背景があると考えられる。また、
佐藤と同時期、リップナック＆スタンプスは
｢ネットワーキング」という市民活動組織に関
する理論を立ち上げ、現在に至るまで非常に大
きなインパクトを与えているが、これは、「今
日われわれの生活をすみからすみまで規制して
いる中央集権官僚体制」への「強烈なアンチテ
ーゼ」として(Lipnack&Stamps[1982=1984:27])

そして「十全に人間的であるための手段」とし
て意味づけられている(Lipnack&Stamps[1982=
1984：254])。そしてヒエラルキーの否定、境界
や一義的な帰属の否定、部分の自律性の重視、
全体と部分や個人の等価性などがその組織的特
徴としてあげられ、自覚的に官僚制組織の反対
物という形で定式化されている(Lipnack&
Stamps[1982=1984:271-3001)｡
このように、<VA>は、〈官僚制＞という組

織外部に対する「社会変革」という観点から捉
えられていたため、内部に「非-官僚制」的で
民主的な組織構造を維持していなくてはならな
いものとして概念化された理念型だったと思わ
れる。

３「非-官僚制」的組織構造の検討

本節では、〈官僚制＞の反対物という形で定
式化された<VA>概念の射程について探って
いきたい。その手がかりとして、<VA>の重要
な要素とされている「非-官僚制」的な組織構
造の組織論的な問題点を検討し､それを通して
<VA>概念を成立させている前提条件への検討
のための糸口としたい。
はじめに「非-官僚制」的という形で定式化
された組織構造についていくつかの位相に整理
してみたい(9)。まず最も中心的な命題となる
のは階層性の否定であり、これにかえて意思決

- 1 8 0 -



個別の「目標」達成やその前提となる「組織維
持」の上で有効性を持ちうるのだろうか。例え
ば､高い流動性は組織のアイデンティティの喪
失を通じた存続の危機、及びそれを通じた「組
織目標」への動員の失敗をもたらさないだろう
か。また、集権性を排した上でどのように特定
の「目標」に諸活動を調整しうるのだろうか。
第二に、組織の中で個の自律性はどこまで保証
可能なのかということである。例えば､直接民
主的な意思決定プロセスをとったとしても､多
様な意見のある中で組織として単一の決定が要
請されている時､自分の望まない決定への従属
という形で個の自律性が侵される可能性は内在
する。このように「非-官僚制」的組織構造は、
｢個の自律性の保証」と「組織目標の達成．組
織維持」という点でアポリアを抱えているので
ある。
<VA>についての論じてきた論者も、この

アポリアが存在する危険性については気づいて
いた。だが、彼らはこのアポリアに対してある
独特な解を与えることで、このアポリアが解決
可能であると前提していたように思われる。そ
れは結論から言えば、「価値観や関心、目標､目
的の共有」(Lipnack&Stamps[1982=1984:290])
という解答である。第一の点については、価値
観や「目標」の共有によって、境界枠がなくて
も存続するし､中心がなくても各部分の自律的
な活動とその連結によって「目標」を達成しう
るとされる。第二の点についても同様である。
つまり意思決定過程への参加によって「メンバ
ーは組織の理念と「目標」とに対して道徳的一
体化を共有し､内面化したコミットメントを発
展させ､相互に強い統一感をいだく」（佐藤[1982
→1994:149-150])ため、個人と組織の葛藤は回
避される。内部の葛藤を認める場合でも、より
本質的な点で「共通の価値観やビジョンをもつ

ているため、ネットワークの中で協力」(Lipnack
&Stamps[1982=1984:284])できるとされる。
つまり、個の自律性の維持と「組織目標」の
達成の間に生じる諸アポリアを、価値観の共有
という前提を導入することで<VA>論は解決
が図られているのである。これは一般の組織に
おいては設定困難な前提だが､組織目的や価値
を共有した上での自発的な参加という組織の定
義から相対的な説得力を調達している。こうし
た価値の共有を前提にすることで、階層性の否
定、流動的な役割関係や帰属といった点での個
の自律性と、「組織目標」達成との間に生じる
アポリアを解決できると見なしていた。
しかしそれだけでは、もうひとつの特徴であ

る成員の高い流動性と緩やかな参加条件という
形での個の自律性と、「組織目標」達成との間
に生じるアポリアは解決できない。なぜなら一
般に、成員の流動性が高い場合、つまり成員の
離脱率及び外部者の参入率が高く、メンバーに
なるための条件も緩やかな場合は、組織のアイ
デンティティは暖昧となり、「組織目標」の共
有及びそれへの動員も困難になると考えられる
からである。この点に関しては、<VA>論者た
ちは、次のように述べている。リップナック＆
スタンプスは、諸組織は､対象とする領域やレ
ベルの違いを超えて、「人間の価値」などの共
通のメタレベルの価値観を介して、個別のネッ
トワーク型組織が連携して既存の官僚制的な社
会に対抗しうる「メタ・ネットワーク」を形成
できるとしている(Lipnack&Stamps[1982=
1984:276-280])。また佐藤も「多種多様な」VA
があると認めながらも「いずれにしても」権力
からの自律という志向を持つとしているが（佐
藤[1982→1994:42])、これも彼が<VA>の共通
の本質とする「ヴオランタリズム」を「人間性
の志向」「『自由と平等』理念への志向」（佐藤
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う意味で単一的な社会記述を前提にしていたと
いえる。このような認識の妥当性に対しては、
現代社会における組織形態の観察等を通して否
定的な評価を下す論者もいるが（例えば、
Giddens[1989→1997=1992→1998:346-3561)、本稿
では、そのような社会認識の問題までは踏み込
まない。
ここではあくまで組織論的な観点から考えて
いきたい。まず、<VA>論において最も問題と
なるのは「メタ価値の共有」を前提するこ,とは
可能なのかということである。前節で見たよう
に、それは<VA>がく官僚制＞の対抗物とし
て定式化されることによって導き出されてきた
ものである。だが、実際の社会においては、
人々の間に予定調和的な「メタ価値の共有」が
なされていると前提することは難しい。彼；らの
ような統合主義的な観点では、現実を捉える上
では多々問題を孕んでいるのではないだろう
か。
そのため本稿では、「メタ価値の共有」とい
う、アポリアに解決可能性を与えるものとして
導入された前提を共有しないことにしよう｡こ
の前提を放棄すれば、実際に存在する「非_官
僚制」的組織構造を有した「VA」には、個の
自律性と「組織目標」の達成というアボリアが
残されることになる。まずは、<VA>論に|関す
る議論のように「メタ価値の共有」による予定
調和的な観点をとらず、このアポリアがいかに
して解決されうるのかを実践的に問うていく必
要があるのではないか。その際の手がかりとし
て、次の三つの論点を提示したい。
第一に、組織構造を「組織目標」(1１)に応じ
て目的合理的に捉えることである。つまり、
<官僚制＞という前提下では、「非_官僚制」的
な組織構造を持つことは不可欠であり、また
「変革」のための重要な根拠でもあった。しか

[1982→1994:751)という形で内容を与えている
ことと関係している。つまり、単なる個別の価
値の共有によるアドホックな結合ではなく、そ
の背後に結合を保証する共有の価値の存在を見
ている。これが成員の高い流動性を保ちつつ
｢組織維持」を可能とする前提ともなっている
と考えられる。なぜなら、その新規参入する成
員もメタ的な価値を共有していると想定するこ
とで、組織のアイデンティティの変化は一定範
囲内にとどまると考えることが可能になるから
である。この高度な仮定は､前節で見たように
〈官僚制〉が人間性抑圧の装置としてある種普
遍的な水準で捉えられることによって、その否
定形である非<官僚制>=<VA>という概念
もまた、各論者がそれぞれの立場から「人間性
抑圧」の対抗物として措定した「民主的」「人
間的」などの諸価値につながるものとして、普
遍的、統合主義的な水準で捉えられたことに起
因していると考えられる。

４「ボランタリー・アソシエーション」
という視角

さて、これまで見てきた<VA>は理念型で
あり､経験的な議論とは別の位相を持つが､まず
ここで検討したいのはこの理念型の前提につい
てである。ここで議論の指針を得るために、社
会運動の分析的概念への転換を主張するメルッ
チ(Melucci[1989=1997])の議論を参照したい。
メルッチは、マルクス主義的な運動論に代表さ
れるような統合主義的で本質主義的な社会運動
概念を、その前提となる、単一の基準から社会
を一般的に記述することの誤りをもって批判し
ている(Melucci[1989=1997:235-308])。これま
で見てきた<VA>をめく、る議論は、「資本主義
社会」に代わって「官僚制的社会」を置くとい
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しその前提を踏まえないことによって、「変革」
などの「組織目標」のレベルと組織構造のレベ
ルの間に理論内在的な強固な連関はなくなり、
相互に独立なものとして捉えることが可能にな
るであろう。そして、このように両者の繋がり
を一度切り離すことで、組織構造を個別の「組
織目標｣に応じて評価していくという視座が開
けてくると考えられる。
第二に、「価値」及び「メタ価値」の「共有」
という前提を放棄し、「価値」の問題を別の形
で把握することである。この点を考える上で、
再び統合主義的前提なき後の運動論を展開する
メルッチを参照すると、彼は自己及び行為の目
標・手段・環境に関する共有された定義として
｢集合的アイデンティティ」という概念を用い
ている。これは、相互作用による形成プロセス
という観点から捉えられるべきもので､継続的
な投資を必要とするが、重要なことは決してそ
の成立を前提にできないという点である
(Melucci[1989=1997:29-31])。従来の〈官僚制／
VA>の世界観によって特権的に「共有」を保
証されていた「価値観」も、以上の観点から行
為に関する一定義と捉えられることによって、
個の自律性の確保と「組織目標」への動員の同
時達成のための前提という位置を失い、それ自
体相互行為の過程の中で、「共有」に成功／失
敗しつつ展開していくものという観点から捉え
られるようになる。このような観点から、「組
織目標」への動員の問題はどのように捉えなお
せるだろうか。
第三に、これまで「非-官僚制」的という形
で規定されていた組織構造が持つ様々な特徴の
｢機能」を個別に捉えることである。ここで、
｢非-官僚制」的な組織構造の諸特徴とは、第３
節で見たような官僚制的組織の反対物として定
式化されている諸特徴である。実際にはそれは、

官僚制組織のごく限られた特徴に対する反対物
でしかなかったり、また必ずしも官僚制組織の
特徴の反対物に限られないものもある。それで
もこれらの諸特徴は、官僚制組織のアンチテー
ゼであるという認識に基づくことで、個の自律
性を疎外しない組織構造という観点から統合的
に捉えられ評価されていた。しかし<官僚制／
VA>の前提を外すことで、それぞれ個別の
｢機能」を再検討していく視点を得ることがで
きる。ここで「機能」といった時、どのような
観点から見た「機能」か特定しなくてはならな
いが、本稿では、第二の論点であげた集合的ア
イデンティティの構成という観点からこれらの
｢機能」を捉え、組織構造を相互行為のパター
ンを通して､集合的アイデンティティのあり方
に影響を与えるものとして位置づけたい(1２)。
これらの三つの論点について検討を深めてい
くために、以下では事例の分析を通して考えて
いきたい。

５事例の検討

ここで取り上げる事例は、「ボランティアス
テーション．なにわ」（仮名。以下「VSなにわ」
と表記）という1965年設立のボランティア活動
支援．推進のための大阪市にある民間の団体で
ある(13)。成員は10名以下の有給のスタッフと、
500名～1000名の年会費を払ってメンバーシッ
プを取得した会員によって構成されている。本
稿では、設立から1970年代にかけての変化に着
目するが、この時期は､厚生省や文部省を始め
とする省庁レベルでのボランティア活動の施策
が開始され､それまで独自にボランティア活動
を行ってきた「VA」との間で､活動の定義等を
めく、るコンフリクトが生じた時期でもあること
にも注意しておきたい(14)。この「VSなにわ」
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つも見られるようになるが、これは各グループ
の自律性の高まりをあらわしている。その例と
して、「VSなにわ」に関わっていた障害者とボ
ランティアが中心となり、大阪市に対し新設全
駅にエレベーターの設置を求めた障害者生活権
拡大運動である「地下鉄エレベーター設置運動」
をあげておこう。またこれらに加えて、成員の
流動性も高く、毎年会員の'～3割が入れ替わっ
ていたことも指摘しておきたい。以上より、成
員の決定過程への参加の保証、分権化、各部分
の自律的活動の拡大、高い流動性という面にお
いて、組織構造における「非-官僚制」化が進
んだといえるだろう。もちろん依然事務局など
の中核の役割は大きかったが、以上の変化は、
中核を介さないグループ間のコミュニケーショ
ンで「VSなにわ」としての企画の計画・実行
ができる部分の拡大を意味している。つまりコ
ミュニケーションのパターンとしても、より分
散的な形態をとるようになったと考えられあ。
続いて、以上の組織的変化にともなう集合的
アイデンティティについての変化について見て
いきたい。始めに本事例では、集合的アイデン
ティティに、二つの異なった側面を見出すこと
ができたのであらかじめそれを概念的に分けて
おく('6)。第一に、「ボランティア活動」に関す
る定義であり、これは組織における主要な活動
に関する定義であるため、自己定義や組織に関
する定義とも密接に関わる集合的アイデンテイ
テイの主要な構成要素である。第二に、組織へ
の所属意識に関わるもので、自分を「VSなに
わ」の成員としてどのように定義しているかと
いうものである。
まず1971年までの集権的・一種集中的な組織

構造下において、「ボランティア活動」の定義
は中核メンバーによって規定されていた部分が
大きかった。これは以下のプロセスによる。

では、1971年に組織構造の変化がおき、それに
伴って集合的アイデンティティのあり方にも変
化が見られた。以下、組織構造上の変化、集合
的アイデンティティのあり方の変化という順
で、その過程を追っていきたい。なお方法とし
ては、ヒアリングの他、機関紙の分析、事業報
告書、二十年史、各種発行文書、パンフレット
などを用いた。ヒアリングは、職員4名（うち２
名が現職員)、VSなにわ会員＆グループにおけ
るボランティア9名を対象にそれぞれ1.5～2時
間ずつ行った。この事例を使って、前節での３
つの問題点について考えていきたい。
はじめに、組織構造上の特徴及びその変化に

ついて概観する。「VSなにわ」の一般会員は、
すでに社会福祉施設での無償のサービス提供活
動を行っていた20あまりのグループのメンバー
によって主に構成されていた。しかし、事業計
画や組織編成等の方針を実質的に決定するの
は、そのような一般会員ではなく一部の中心的
メンバーに委ねられており、集権的な組織構造
をもった組織としてスタートした。このような
組織構造のもとで、各成員やグループが「VS
なにわ」と接触する際、事務局がそのアクセス
ポイントとして大きな役割を果たしていた。つ
まりコミュニケーションのパターンとしても、
中核メンバーを中心とした一極的な形態がとら
れていた。
この構造は、1971年に大きく変化し、会の方

針決定や事業の計画・運営が一般会員の手に実
質的に大きく委ねられるようになる。さらに各
事業ごとに設けられた一般会員からなる「チー
ム」等に大きな裁量権が与えられるようになり、
それらに携わる一般会員の数は年ごとに増加し
ていく(1５)oまた、会員たちが独立してグルー
プを結成して事業を起こし、「VSなにわ」から
援助を受けつつ連携をとっていくケースがいく
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｢VSなにわ」の設立当時「ボランティア活動」
という言葉は一般的ではなく、一般会員は自分
たちの活動を、その時点で社会に流通していた
｢慰問」「奉仕」「慈善」等の言葉で定義してい
た。中核メンバーは主に教育事業を通して、そ
こに「ボランティア活動」という新奇な言葉を
広げていったが、それは単に言葉の変更にとど
まらなかった。つまり活動をサービス提供にと
どめず、社会問題の「根本的解決」のための
｢ソーシャルアクション」として捉える定義を
強調したのである。これを定義Ａとしよう。こ
れは一般メンバーの多くに浸透していき、各グ
ループに持ち帰られ､それを準拠枠として活動
の評価や反省、及び再構成が行われていき('7）
｢VSなにわ」のことも「運動体」と規定される
ようになる。このような強い浸透性は、定義Ａ
を標袴する中核が一般会員や各グループのアク
セスポイントとして一義的な役割を持ってお
り、どのグループや会員とも直接リンクしコミ
ュニケーションするという一極的な構造のもと
で可能になっていたと考えられる。
一方で、「VSなにわ」の成員としての定義に
ついてであるが、この時期は成員の帰属意識は
まず各グループの方にあった。一部の会員を除
いて「VSなにわ」は、「学びに行くところ」
｢サポートしてくれるところ」等という位置づ
けであり、成員というよりサービス提供を受け
る顧客に近い認識であったと捉えられる。これ
は、集権的な構造のもとで、一般メンバーが
｢VSなにわ」という枠に沿った活動を自由に企
画．実行できる余地が極めて小さかったことに
由来すると考えられる。
以上のような形で暫定的に構成されていた集
合的アイデンティティは、1971年の組織構造の
変化に伴い次のように変化していった。
まず、各部分が企画・運営の自律的な決定権

を持つ分権化によって、中核へのアクセスなし
でも「VSなにわ」の活動が可能となり、中核
へのアクセスやコミットメントの度合いに大き
な差が生まれるようになった。これに伴い、
｢ボランティア活動」の定義に関して、定義Ａ
が共有されにくくなった。事務局や推進チーム
の中心的なメンバーなどの中核的な構成員の間
では依然定義Ａが活動の準拠枠として存在し、
エレベーター設置運動というような形にも展開
していったが、一方で、中核とのアクセスが少
ないグループにおいては、以前のように定義Ａ
と関連付けて活動を定義する傾向が小さくな
り、中核メンバーと定義を共有しない会員が目
立ってくる。その間隙は、「奉仕活動」など従
来の定義や、ボランティア施策の中で見られる
ようになった(18)「生きがい」「余暇善用」等と
する外部からの定義が主に埋めていった。この
結果、定義Ａに則してそれまで同質性が強調さ
れていた「ボランティア活動」と「運動」が別
個のものとして構成されるようになっていっ
た。例えば、エレベーター設置運動も一部では
熱心に支持される一方で、一部から「ボランテ
ィア活動ではないのになぜ『VSなにわ』が支
援するのか」というとまどいや批判、支援への
反対が生じたり、「政治的」な実践が含まれる
ことに対する強い忌避も見られた。このように
｢ボランティア活動」の定義が分散した背景に
は、メンバーの流動性が高く、知識や「理念」
が身についたころにやめていくという問題が恒
常的にあったこととも関連があるだろう。以上
のように組織構造の変化によって、特定の「ボ
ランティア活動」の定義を共有することが難し
くなっていき、公式に自己を「運動体」と規定
することは困難になっていった。
しかし一方で、自己を「VSなにわ」の成員

としてどのように位置づけているかという点に
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で扱ったのは個別の事例ではあるが、少なくＩと
もこのような共変関係は<VA>の理論からは
説明が困難である。むしろ、組織構造が「組織
目標」にどのような影響を与えたかという視座
に立つことによって初めて、適切に捉えられる
のではないだろうか。
第二の論点は、「価値」及び「メタ価値」の
｢共有」という前提を放棄し、それらの「価値」
も相互行為の過程の中で「共有」に成功／失敗
しつつ構成されていくものとして捉えるという
ものであった。従来の<VA>の理論では、
｢非-官僚制」的組織構造がもたらすと想定きれ
る「組織維持」及び特定の「組織目標」への動
員上の不安定さは「価値の共有」から解決が図
られており、むしろ、「価値」が「共有」きれ
た中での個の自律性の増大によって組織及び
｢組織目標」との「一体感」はむしろ高まると
想定されていた。また、「メタ価値」の「共有」
という前提が踏まえられることによって、成員
の流動性が高くても、外部から入ってくる者の
｢価値」の志向は一定範囲内にあると想定され、
組織のアイデンティティの維持や「組織目標」
への動員の点で生じうる問題を回避されるとさ
れていた。以下ではこのような前提を放棄し、
｢価値」に関わる共通の定義の構築を失敗を伴
う相互行為を通じた形成過程という観点から捉
える。
まず本事例においては、組織構造における

｢非-官僚制」化がもたらす一般会員の中核メン
バーとの接触頻度の低下などによって相互行為
のパターンが変わり、「価値」に関わる「ボラ
ンティア活動」に関する定義の「共有」は十分
達成されなくなっていく。そしてこれに伴い、
特定の「組織目標」への「一体感」の共有も相
対的に困難になっていった。また「メタ価値」
に関しても、本事例では、他の「ボランティア

関しては、逆に、「VSなにわ」に対するサービ
スの受け手ではなく、企画や運営の担い手とい
う自己定義が広く見られるようになってきた。
実質的な決定権の付与や、「VSなにわ」内のチ
ームなどの所属．運営を通して自分たちの実践
が「VSなにわ」という枠で行える余地が高ま
り、「VSなにわ」が自己に関わるものとしてリ
アリティを帯びてきたと考えられる。それは、
｢自分たちの『VSなにわ』」「『VSなにわ』をつ
くる」という一般会員によるスローガンにも現
れている。ここで、それが必ずしも「ボランテ
ィア活動」の定義の共有を意味しないことに注
意したい。1970年代の後半にあるチームのリー
ダを努めた会員は、定義Ａに依拠する中核メン
バーについて「頭でっかち」と評価している。
つまり、それぞれの領域に即した形で､ボラン
ティア活動を定義するという自由度が高まって
いる中で、「VSなにわ」という枠はリアリテイ
を持つものとして共有されるようになっている
と考えられる。

６ 考 察

以上、詳細に展開する余裕はなかったが、組
織構造上の「非-官僚制」化の諸側面が、主要
な行為と組織への帰属に関する集合的アイデン
ティティのあり方にどのような影響を与えてき
たかに注目して事例を検討してきた。４節にお
ける三つの論点についてどのような知見を提供
できるだろうか。
第一の点について確認してみたい。本事例に
おいて、「変革」という自己定義を行っていた
組織が、そのような自己定義を表に出さなくな
り、また成員間でもその定義の共有の度合が小
さくなっていった背景には、「非-官僚制」化と
いう組織構造上の変化があった。もちろんここ
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活動」の定義を自明化した新規成員の大量参入
が、誰を仲間と見なすか、何をするか等という
重要な点に関する有力な定義を変えていった。
もちろん、それでもこれらの成員の間に「メタ
価値」の「共有」を想定することを完全に否定
することはできないが、もしあったとしても、
主要な活動の定義や「目標」へのコミットメン
トを維持するほどの有効性は、本事例では見ら
れなかった。
このように、「非-官僚制」化は個の自律性を

高めたが、活動に対する定義の共有の不全、及
びそれに伴う「目標」への動員の困難などの状
況が見られ、アポリアがまさにそのまま生じた
と見ることも不可能ではない。
しかしこのような一方で、「非-官僚制」化は

｢VSなにわ」の成員という自己定義の構築に寄
与し、会員のコミットメントの調達は別の形で
保たれていた。これによって、「組織目標」や
活動の定義に関して議論・協議を継続するため
の主観的なドライブは保持されていた。また、
行為や組織に関わる複数の定義のそれぞれの支
持者たちも分裂等には至らず、「エレベーター
運動」に見るように様々な定義に依拠する実践
が発生するポテンシャルは保持されていると考
えられる。これは、「価値観」や「メタ価値」
の「共有」による「目標」達成という組織像と
は異なった面を提示していると言える。特に日
常的な活動を中心とする組織に対しては、この
ような形の組織「統合」の側面に目を向けるこ
とも重要であろう。
第三の論点は、これまで「非-官僚制」的と

いう形で規定されていた組織構造が持つ様々な
特徴を、集合的アイデンティティの構成に与え
る「機能」という観点から、個別に捉えること
である。もちろん実際の事例においては、一つ
の組織が第３節であげた「非-官僚制」的と規定

された諸特徴を全て備えられているわけではな
い。本事例では、「非_官僚制」的な特徴と言わ
れるもののうち、分権化、全ての成員の実質的
な意思決定過程への参加、成員の高い流動性と
いう諸特徴が強められていった。よって、これ
らの特徴に焦点を当てて、集合的アイデンティ
ティの構成に与える「機能」という観点から仮
説的に考えたい。
‘まず、先の考察の第二で見たように、同じ

｢非-官僚制」化の帰結であっても、「ボランテ
ィア活動」の定義と「VSなにわ」の成員とい
う自己定義は、それぞれ異なる拡散／構築の過
程をたどっていた。
「ボランティア活動」の定義に関しては、本

事例では共有された定義の成立に失敗していっ
た。この点に関しては、特定の定義を流出させ
る中核メンバーと一般会員との接触が少なくな
るという組織構造の変化が影響を与えていると
考えられる。分権化によって、組織内の個々の
ユニットが裁量権をもち、中核を介さなくても
企画の決定．実行が可能になったことに伴うも
のだと思われるのである。また、メンバーの入
れ替わり率が毎年l～3割という状況も、徐々に
定義を拡散させる方向へと進めていったと考え
られる。
一方で、「VSなにわ」の成員という自己定義

については、「VSなにわ」という単位で成員が
活動を考えられるようになったことと関連があ
ると考えられるが、これは権限の委譲に関わる
特徴、つまり分権化と全ての成員の実質的な意
思決定過程への参加という二つの特徴が、その
自己定義の成立に影響を与えていたのだと考え
られる。
以上の三点をめく、る考察を通して、「VA」概

念を捉える方向性について検討してきた。まず、
組織構造を「目標」への「機能」の観点から評
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識によって導かれた不確定な仮定のもとで組織
を考えることには慎重でありたい。
本稿では、〈官僚制/VA>という地平を想定
しないことで、「VA」に関する以下の視点を得
た。まず組織構造は、組織の「目標」に沿・って
選択・編成・評価されるべきこと、また量的に
も質的にも一定数の「VA」がある中で、その
全てに個の自律性を要請する理論的な根拠はな
いということである。これを踏まえた上で、組
織の中で個の自律性を追求する際も、「非-官僚
制」的とまとめられてきた諸構造を解体し、個
別の働きにも目を向けていくことが、「組織維
持」及び「組織目標」との葛藤を解決していく
上で有効であると考える。
さてここでもう一つ付け加えるなら、〈官僚

制/VA>という前提を外すことは、組織レベ
ルにおいて、「VA」と企業（私的官僚制）や行
政（国家官僚制）との間に根源的な対抗関係を
見る根拠はなくなるという含意を持つ。もちろ
んそれぞれの主体が固有の自律性を保つことは
重要である。しかしいわゆる「社会変革」の試
みという観点からすれば、企業間においても
｢VA」間においても個別の「目標」を巡・って
様々な葛藤が存在し、単純に「行政」・「企業」
対「VA」という図式を立てることはできない
ことは明らかである。このような状況を踏まえ
るならば、企業や行政などとの形態の差異りこ価
値の問題を投影させるより、資源調達等の観点
から「目的」に応じたリンクを張っていくこと
が重要だと考える。
最後に繰り返し強調しておけば、形態でなく
「目的」「機能」という点に評価の軸を移してい
くことが、「VA」の有効性を高めていくために
も必要ではないだろうか。

価することが必要である。その上で、個の自律
性を確保する方向性を求めていく場合は、以下
のようにアポリアを捉えていくことを提示した
い。まず、集合的アイデンティティを複数の位
相に分けることで、組織「統合」の複数のレベ
ルと「目標」への潜在的な動員の可能性を捉え
る。さらに、「非-官僚制」的組織構造の諸特徴
を個別に捉えることで、「組織目標」や成員の
コミットメントの状態に応じた諸構造の選択・
再編を行う視座を得られる。以上の議論につい
ては今後更なる検討が必要だが、アポリアに対
処するための一つの分析枠の提示に繋がってい
くと考える。

７ 結 語

本稿では、<VA>論が置いてきた理論的な前
提と、それが有する限界とを検討してきた。中
心的な検討対象としたのは、「非-官僚制」的と
いう形で規定された組織構造であった。これは
<VA>がく官僚制＞の外部に立つものと見なさ
れたために、「VA」に不可欠であると見なされ、
成員を疎外しない組織構造として概念化された
ものであった。このように概念化された「非-官
僚制」的組織構造は、「組織維持」と「組織目
標」の達成という点でアポリアを抱えているが、
<VA>論においては、〈官僚制/VA>という前
提から導き出された「メタ価値の共有」という
仮定によって解決可能なものと見なされてい
た。
本稿の立場も「VA」の意義を決して否定す

るものではない。むしろ「国家の失敗」や「市
場の失敗」のリスクを所与のものとしなくては
ならない中で､行政や市場とは異なる論理をも
つ行為者が実効的な力を持つことは必要だと考
える。しかしだからこそ、統合主義的な社会認

- 1 8 8 -



註
(1)この社会的関係という要素が組織を指示する上
で不十分なのは明らかであるが、あくまでも構成
員に正当性の根拠を求める議論との差異を示すた
めに導入している。なお、社会的関係としての組
織というウェーバーによる規定を出発点に組織概
念の再構築を行った論者として中條([1998:188-
206]）がいる。
(2)本稿の関心はあくまで近年の「市民」論争を踏
まえた上で、運動論の文脈において、「変革主体」
として「VA」を捉えようとする議論に焦点を絞っ
ている。なお本稿の問題設定とは異なるが、官僚
制とVAという二つの概念が対極的な理念型という
形で概念設定されていることを批判し、両者の中
間形態を捉えるために別様の概念装置を提示した
論者に沢田（【1997]）がいる。
(3)ウェーバーは、合理的支配の規範的な諸範鴫と
してこれらの特徴を挙げているが(Weber[1956=
1970:14-17])、ここでの要約は佐藤([1982-
１９９４：295]）による。
(4 )目標の転移などの官僚制の逆機能の指摘
(Merton[1949=1961])やインフォーマルな関係の
役割の発見(Blau[1955])、またワイクの「組織化」
概念への着目(Weick[1969=1980])や、マーチ・
オルセンらの「ゴミ箱モデル」(March&OIsen
[1976=19861)などをあげられる。
(5)全般的官僚制化のテーゼは､Weber([1956=
1960:32-39;115-118]、[1956=1970:20-32])等
から導けるが､より明確に､また当時のドイツの具
体的な文脈に即したものとしてWeber(I1895=
1988:319-3451)がある。なおここの要約は沢田
（[1997：1-2]）も参考にした。
(6)佐藤は、その後ハーバーマスの議論を積極的に
摂取し、ここでは「アソシエーション」を、社会
統合とシステム統合の中間の「人間統合」を担う
もので、「貨幣・官僚制の複合体」による「社会全

体の管理化に『異議申し立て』をし、企業（経済）
および行政（政治）権力から自律したところで形
成される、自由な人々の連帯」として位置づけて
いる（佐藤[１９８６:162])。またその後、本稿とは

力点が異なるもののメルッチも受容している（佐
藤［1995])。これらの議論は、本稿で検討対象とし
ている彼の組織論とは異なる側面も有しているが、
本稿ではあくまでも彼が組織論として展開してい
る議論に限定して、彼の議論（それはネットワー
ク組織論との共通性を多々有しているが）を扱う
ことにしたい。
(7)VereinとAnstaltの定義は、Weber([1922=1972:
８５-８６]）に見られる。ここでの要約は中條
([1998:123])も参考にした。
(8)佐藤も、官僚制的支配を行う機関をAnstaltと表現
しているが、そこでは個別組織をさしているよう
である（佐藤[1972:８1)。確かに、個別の官僚制
的組織は、成員全てに対して没人格的に同じ支配
原理を適用するという意味でAnstalt的な性格をも
っており、またメンバーにとっては収入を確保す
る手段であるため(Weber[1956=1960:63-64])、
離脱は実際には困難だとも言える。しかし、
Anstaltがもともとメンバーの条件という点に重き
をおいたものであったことを考慮に入れれば、佐
藤がこの概念を取り上げた際に念頭に置いていた
のはく官僚制〉という水準におけるそれでもある
と思われる。"Anstalt''という表記は以上の解釈に
立つことを示すために採用している。
(9)ここで注意したいのは､厳密な意味での官僚制組
織の特徴への否定として定式されたものと､官僚制
組織にとどまらない近代組織さらには公式組織一
般に対するオルタナテイブの提示という形で定式
化されたものがあるということである。個と組織
の同等性の志向や境界の不明瞭性という特徴は、
官僚制組織への反対物という形で提起されている
が、上記の射程を有している。
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このような組織の捉え方は、その形式自体支配的
コードへの象徴的挑戦になるという捉え方と、不
可視的な潜在局面にも着目し動員のためのネット
ワークと捉えるという運動のあり方と不可分であ
る(Melucci[1989=1997:891)。以上の議論は示
唆深いが、本稿では「新しい社会運動」にと↓ごま
らない形で、より一般的な「VA」への適用を目指
していきたい。
(13)ボランティア活動を対象とするのは、それが現
在に至るまで最も行政の施策の対象となってきた
市民活動の一つであり、それだけに行政からの自
律性を保とうとした時に葛藤が顕在化しやすいか
らである。その中で､この団体は同種の民間のボラ
ンティア活動推進団体としては歴史、規模の点で
最も秀でており、現在に至るまで一つのモデルと
なっている。主な事業としては、ボランティ､ｱ育
成、ボランティア・グループへの経済的・技術的
支援、受給調整、出版活動等である。またこの団
体は、行政に対する「独立」にこだわり「運動」
への展開を志向してきた点でも特徴的である。

(14)｢VSなにわ」の、対象とする時期における収入
の内訳は、自己財源の割合が5～6割、行政からの
補助金・委託金の割合がl～2割を推移している。
(15)1971年度の34名（対正会員数比8.2%)から、
８０年度には112名（同26.4%)になっている。
(16)この点については、組織アイデンティティの概
念を「集合的な自領域規定」である「自己カテゴ
リゼーション」と、その具体的な「表現形態-,で
ある「組織文化」の二つの側面に分けた山田
([1991:781)の議論を踏まえている。「｢VSなにわ」
の成員という自己定義」が前者に、「ボランティア
活動に関する定義」が後者に関係している。
(17)例えば1969年11月に会員に対してアンケート調
査（対象者320名中79名回答）が行われており、こ
の中の「ボランティア活動にソーシャル・アクシ
ョンは可能であるか？」という質問に対し、必要

(10)これは必ずしも<VA>に特徴的ではなく、集権
的分権化という形で、企業経営における能率的な
管理という文脈からも取り入れられ(Simon[1945
→1976=1965→1989:43;296-303])、また佐藤俊

樹によるとそれによって実現する分業可能性こそ
が「近代組織の最大の武器」（佐藤[1993:181])
である。また、流動的な組織内役割関係も、企業
内にも見られる（崔[1998:121-124])。
(11)ワイク(Weick[1969=1980])以降、このように
「組織目標」を安易に措定してしまうことには批判
もあるだろう（例えば那須{19901)。ここでは組織
に先立って「目標」が存在すると主張したいわけ
でも、単一の「目標」を特定できると主張したい
わけでもない。本稿では、組織評価を形態から
「目標」や機能に移すべきという主張がなされるが、
ここでいう「目標」や「機能」は、相互行為的な
組織化の結果暫定的に生じたものでも、特定の観
点から個別に観察されたものであっても問題はな
い。むしろ本稿の主張は、個を疎外をしない組織
形成という「特権的」な「目標」のもとで<VA>
概念を理念化することへの疑問ともいえる。
(12)メルッチは、「集合的アイデンティティの安定性
と変容可能性、集中と分散､統合と断片化の度合い」
は、「集合的現象（純粋な集合行動から公式組織ま
でを含み得る）の構造化の度合い」に従うと指摘
しており(Melucci[1989=1997:301)、組織構造
を相互行為のパターンを通して､集合的アイデンテ
ィティのあり方に影響を与えるものとして捉える
枠組を提示している。この枠組は「新しい社会運
動」の組織論に生かされている。彼によると、そ
の特徴は、「短期で取り消し可能なコミットメント、

多様なリーダーシップ、一時的でアド・ホックな
組織構造」であり(Melucci[1989=1997:64-65])、
このような「ソフトで網状の、多極的な組織｣は、
集合的アイデンティティの多様な緊張を統合する
のに適している(Melucci[1989=1997:75-761)。
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（63名)、必要なし（0名)、D.N./NA(15名）とい
う回答を得ている。回答者に偏りがあっただろう
ことを差し引いても、必要なしという答えが一人
もいないのは、このような定義がある程度浸透し
ていたことを示唆している。
(18)1971年の文部省社会教育審議会答申「急激な社
会構造の変化に対処する社会教育のあり方につい

て」では、「奉仕活動」を生きがいづくりとして捉
える観点が見られ、それは1976年度からの「婦人
ボランティア活動促進事業」などにも引き継がれ
ていく。このような位置付けをめ<､っては、「VS
なにわ」内部はもとより、全国のボランティア活
動事業関係者の間で議論が起こっていることが報
告されている（河合[1971:47-48])。
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